
性別にかかわらず、働き

方や暮らし方を自分らし

く選択できていると感じ

て い る 人 は 、 全 体 で

61.8％となっており、前

年度より 2.2 ポイント増

加しました。男女別にみる

と、女性（57.8％）より男

性（65.6％）のほうが割合

が高くなっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
　男女の地位の平等感に

ついて、社会全体において

〔平等〕と回答した人の割

合は 9.9％となっており、

前回調査より 4.8 ポイン

ト減少しました。中でも

〔平等〕と回答した女性の

割合は 4.5％で、男性の割

合より 10ポイント低い状

況にあります。引き続き、

性別に関する固定的な意

識の解消に取り組む必要

があります。 
 
　また、全国の男女の地位

の平等感について、社会全

体において〔平等〕と回答

した人の割合は令和元年

９月調査では 21.2％であ

ったのに対し、令和４年

11 月調査では 14.7%と

6.5 ポイント低下してい

ます。 
8.8

18.6

14.0 

11.3

62.3 

66.8

64.7

62.8

19.6

10.4

14.7

21.2

6.6 

2.2

4.2

2.8

1.0 

0.3

0.6

0.3

1.7 

1.7

1.7

1.6

0% 50% 100%

男性

(1,313人)

女性

(1,534人)

令和４年11月調査

(2,847人)

令和元年９月調査

(2,645人)

21.4 

23.0 

19.8 

26.1 

38.2 

38.7 

37.9 

39.5 

21.6 

21.2 

25.7 

16.8 

6.4 

6.2 

6.6 

5.7 

12.4 

10.9 

9.9 

11.8 

令和5

(2023)

年度

令和6

(2024)

年度

女　性

男　性

w\ 

 

　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

36. 性別にかかわらず、働き方や暮らし方を自分らしく選択 

できていると感じている人の割合 

  
 
 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

37. 男女の地位の平等観 

 

 
 
 

 

 

　　　　　　　　　　　　　 

37-1.【参考】社会全体における男女の地位の平等感（全国） 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
〔男性優遇〕　　　　　　　　　    　 　　　　            　　　　〔女性優遇〕 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   　わからない 
男性の方が　　　　どちらかといえば　　　　　                       　どちらかといえば　　女性の方が　　　 
優遇されている　　男性の方が優遇　　　　　　             　 平等     女性の方が優遇　　　優遇されている  無回答　　　

されている　　　                     　　　　 　　 されている　　　　　　　　　　　　  　　　

１　性差に係る固定的な意識の解消

領域Ⅱ　男女双方の意識改革

プラン成果指標

社会全体で〔平等〕と 
回答した人の割合は 

女性 4.5％ 

男性 14.5％

性別にかかわらず、自分

らしく選択できていると

感じている人は 

61.8％

－17－

資料：広島県「男女双方の意識改革に係る調査」（令和６(2024)年度、令和５(2023)年度）

できている あまりできていないどちらかといえばできている
できていない

わからない

(%)
10050 0

61.8%

社会全体

令和 7 年度目標値： 75.0％ 
（できている＋どちらかといえば　 

　できていると答えた人の合計）

（内訳）

(%)
 0 10050

令和４年 
内訳

男性の方が

非常に優遇

されている

女性の方が

非常に優遇

されている

どちらかといえば

女性の方が優遇

されている

平等

わからない 
（令和元年度） 

無回答 
（令和４年度）

『男性の方が優遇されている』
『女性の方が優遇されている』

資料：広島県「広島県政世論調査」（令和５(2023)年度、令和２(2020)年度） 
（調査対象は、県内在住の満 18 歳以上の県民 2,000 人） 

資料：内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（令和４(2022)年度、令和元(2019)年度） 

どちらかといえば

男性の方が優遇

されている

16.6 

21.7 

30.3 

15.0 

50.6 

49.0 

48.4 

50.5 

14.7 

9.9 

4.5 

14.5 

2.7 

3.9 

1.6 

5.8 

1.2 

1.1 

0.6 

1.4 
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10.7 

12.5 

9.1 

4.5 

3.6 

2.1 

3.8 

令和２(2020)
年度

令和５(2023)
年度

女　性

男　性



4.6

4.8
3.3
6.3
10.3

4.6
4.8
6.9

2.6
3.1

22.9

32.7
27.0

38.2
23.1
33.6

28.9
32.3
41.0

29.3

30.0

40.1
43.6

36.6
38.5

39.5
42.2

37.3
39.3

43.5

22.3

22.4
26.1

18.9
28.2

22.4
24.1
23.5

17.1
24.1

20.2

0 20 40 60 80 100 

令和５年度

令和６年度

女性

男性

10代
20代
30代
40代
50代
60代

賛成 どちらかというと賛成 どちらかというと反対 反対 わからない(R5のみ)

26.2
10.2
10.4

3.3
7.4
9.7

6.4
5.7
3.8

4.0

50.0
35.8

33.1
32.2
27.1
22.8

24.1
15.1

14.1
13.2

16.5
32.8
36.5

41.5
41.7

41.9
41.5

41.3
41.6

47.0

7.3
21.2
19.9

23.0
23.8

25.5
28.0

37.9
40.6

35.7

0 20 40 60 80 100 

男性は仕事をして家計を支えるべきだ

男の子は男らしく、女の子は

女らしく育てたほうがよい

女性はか弱い存在なので

守らなければならない

家事・育児は女性がするべきだ

組織のリーダーは男性の方が向いている

男性は気を遣う仕事や

きめ細かな作業は向いていない

共働きで子どもの具合が悪くなった時

母親が看病するべきだ

男性は出産休暇／育児休業を

取るべきでない

女性社員の昇格や管理職への登用の

ための教育・訓練は必要ない

職場では、女性は男性の

サポートにまわるべきだ

そう思う どちらかというとそう思う どちらかというとそう思わない そう思わない

 　　　　　　　　　38.「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という 

考え方への意識 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

38-1. 男女の役割に関する意見 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                           38-2. 性別に関する意識について、影響を与えた存在（複数回答） 
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夫は外で働き、妻は家庭

を守るべきとの意見に 

賛成 37.5％ 

反対 62.5％

「夫は外で働き、妻は
家庭を守るべき」という
考え方については、反対
計が賛成計を大きく上回
っています。 

男性の賛成計 44.5%、
女性の賛成計は 30.3％と
14.2 ポイントの男女差が
見られます。 

また、世代別で見ると
賛成と答えた割合が最も
高かったのは 50 代の
43.6%、反対と答えた割
合が最も高かったのは 60
代で 67.6％でした。

資料：広島県「男女双方の意識改革に係る調査」（令和６(2024)年度、令和５(2023)年度） 
（調査対象は、県内在住の 15 歳～69 歳の男女 1,038 人） 

 

資料：広島県「男女双方の意識改革に係る調査」（令和６(2024)年度） 
（調査対象は、県内在住の 15 歳～69 歳の男女 1,038 人） 

　男女の役割について『家

計を支えるのは男性の役

割である』では「そう思う

計」が「そう思わない計」

を上回っています。 
その他の項目では「そう

思わない計」が「そう思う

計」を上回っており、多く

の項目で「そう思わない

計」が大きく、上回ってい

ます。

37.5% 62.5%

(%)

(%)

33.6 
21.7 

16.7 
10.0 

9.2 
8.2 

6.8 
6.7 

5.5 
5.1 

0.8 
11.3 

30.0 
0 10 20 30 40

親

配偶者・パートナー

職場、上司、同僚

学校、先生

報道・メディア

祖父・祖母

友人・恋人

その他親族

子供・孫

近隣住民

その他

特定できない、わからない、なんとなく

他者からの影響を受けていない

(%)
資料：広島県「男女双方の意識改革に係る調査」（令和６(2024)年度） 

（調査対象は、県内在住の 15 歳～69 歳の男女 1,038 人） 

性別に関する意識につ
いて、影響を与えた存在
は、「親」と答えた人が
が 33.6％で最も多く、次
いで「配偶者・パートナ
ー」「職場、上司、同
僚」の順で割合が高くな
っています。

性別に関する意識につい

て、他者から影響を受け

ている人は、 

70.0%

70.0％



（注）昭和 60 年以前の数値は通信過程を卒業した者を含まない。 
資料：文部科学省「学校基本調査」（令和５(2023)年度） 

30校：36.6%

39校：47.6%

20校：24.4％

4校：4.8％

52校：63.4%

43校：52.4%

62校：75.6％

79校：95.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和

5年度

令和

4年度

令和

3年度

令和

2年度

実施校 未実施校

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

39. 「高校生のためのライフプランニング教育プログラム」 

等を実施している学校数 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 
 
 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

  

 

 

 

40. 男女別大学・短期大学進学率の推移（全国・県） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

２　主体的に仕事やライフスタイルを選択する意識の醸成

プラン成果指標

　ライフプランニング教育プ

ログラム等を実施している県

立高等学校は 82 校中 30 校

（36.6％）と、前年度より、

９校減少しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　女性の大学への進学率は上

昇傾向であり、令和5（2023）

年度は、女性59.2％と全国の

52.3％を大きく上回ってい

ます。また、男性の進学率も

61.0％と、過去最高値を更新

しました。男女差は、前年度

3.4ポイントでしたが、今年

度は1.8％とその差は縮まり

ました。 

 

 

 

大学進学率は 

女性 59.2％で 

過去最高

「高校生のためのライフプラン

ニング教育プログラム」等を 

実施している学校は 30 校

【高校生のためのライフ 
プランニング教育プログラム】 

　様々なライフイベントを踏まえ

た生活の中で、多様な生き方に関

する様々な情報を適切に取捨選

択・活用しながら高校生が主体的

に判断し、考え意思決定できる能

力と態度を育成するプログラム。

（注）学校数は県立高校（定時制・通信制・分校を含む）。 
資料：広島県教育委員会調べ（令和５(2023)年度） 
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R7 年度目標値 
全県立高等学校 

8.1 

 57.5 

 59.2 

31.5 

60.9 
 61.0 

16.5 

 5.6  5.3 2.2 

 0.3  0.3 

7.8 

51.1 

52.3 

11.8 
6.5 5.9 
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60 (%)

昭和

40

63 平成5 10 15 20 25 30 令和5年

(年)

【県】大学（女性）

【県】大学(男性）

【県】短期大学(女性）

【県】短期大学(男性）

【全国】大学（女性）

【全国】短期大学(女性）



【男性】

【女性】

（注）その他は「家政」「芸術」「商船」「その他」の合計 
国立・公立・私立の全てを含む。 

資料：文部科学省「学校基本調査」（令和５(2023)） 
年度） 

41.【参考】専攻分野別学生割合（大学（学部））の推移（全国） 
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社会科学 人文科学

工学 理学・農学

医学・歯学 薬学・看護学等

教育 その他
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